
安全情報の提供の拡充について

事業者自身において、以下のような輸送の安全にかかわる情報をインターネットの利用（各事業者のHP等）、その他
適切な方法（船舶及び待合所への掲示等）で令和６年４月から公表する必要があります。

※安全管理規程には各基準を含む


